
大阪大学研究倫理審査委員会規程 

 

第１条 大阪大学に、大阪大学研究倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２条 委員会は、本学における次の各号に掲げる研究の実施の適否その他の事項について、審 

査を行うものとする。 

 （１）ヒトに関するクローン技術等の研究 

 （２）ヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究 

 （３）疫学に関する研究（部局において審査を行うものを除く。） 

 （４）ヒト組織・ヒト初代培養細胞に関する研究（部局において審査を行うものを除く。） 

第３条 前条に定めるもののほか、委員会は、ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関し、次の各号に

掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。 

 （１）ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に係る重要事項 

 （２）ヒトＥＳ細胞の使用に係る安全確保及び倫理的適合性に関する重要事項 

 （３）ヒトＥＳ細胞の使用に係る教育研修計画に関する重要事項 

２ ヒトＥＳ細胞の使用に係る審査に関し必要な事項は、別に定める。 

第４条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 （１）科学面から研究を総合的に審査するに必要な優れた知識と経験を有する者 若干名 

 （２）倫理面、法律面及び社会面から研究を総合的に審査するに必要な優れた知識と経験を有

する者 若干名 

 （３）その他総長が指名した者 

２ 委員のうち、２名以上は本学の職員以外の者（委員就任前５年間において本学に所属してい

た者及び本学と利害関係を有していた者を除く。）とし、かつ、その半数以上は前項第２号の委

員とする。 

３ 委員のうち、本学の職員については、教授又は准教授とする。 

４ 委員は、自らが実施する研究が審査を受けるときは、当該研究の審査に加わることができな 

い。 

５ 委員会の委員は、総長が委嘱する。 

６ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任を妨げない。 

第５条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。 

第６条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。 

第７条 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

２ 第２条各号の研究に係る審査を行う場合は、第４条第１項第２号の委員が１名以上出席しな

ければ開くことができない。 



第８条 委員会の審査の判定は、出席した委員の過半数をもって決する。 

第９条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 

第１０条 委員会は、第２条第２号から第４号までの研究に係る審査を行う場合において、次の

各号のいずれかに該当するときは、委員長が指名した委員による迅速審査により審査を行うこ

とができる。 

（１）研究計画の軽微な変更の審査 

（２）既に委員会において承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画の審査 

（３）共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承認を受けた研究計

画を、本学特有の問題がなく、本学の分担研究者が実施しようとする場合の研究計画の審

査 

２ 委員長は、迅速審査の結果をその審査を行った委員以外のすべての委員に報告しなければな

らない。 

３ 前項の報告を受けた委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事項について改めて委

員会の審査を求めることができる。この場合において、委員長が再審査を必要と認めたときは、

速やかに委員会を開催し、当該事項について審査を行わなければならない。 

第１１条 委員会の組織、審査過程、判定結果その他委員会に関する事項は、個人の人権若しく

はプライバシー又は研究に係る独創性若しくは知的所有権を害するおそれがあるものを除き、

公開するものとする。 

第１２条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

第１３条 委員会に関する事務は、研究推進部研究推進課で行う。 

第１４条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１２年１０月１８日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成１８年１０月２４日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則 



 この改正は、平成２２年１２月１５日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、平成２３年７月１９日から施行する。 

 

 


